
日
本
に
お
け
る
星
神
信
仰
の
一
考
察

―
日
蓮
聖
人
御
遺
文
に
見
え
る
星
神

・
北
斗
を
中
心
に
し
て
―

井

原

木

憲

紹

一
、
は
じ
め
に

日
蓮
門
下
で
、
妙
見
信
仰
を
取
り
入
れ
て
い
る
寺
院
も
多
い
。
江
戸
時
代
、
江
戸
に
お
け
る
都
市
生
活
の
中
で
様
々
な
信
仰
行
事
が

行
わ
れ
て
き
た
。
江
戸
の
行
事
を
記
し
た

『東
都
歳
時
記
』
に
は
、
妙
見
縁
日
や
妙
見
星
祭
等
が
執
行
さ
れ
る
寺
院
名
が
あ
げ
ら
れ
、

そ
の
盛
況
ぶ
り
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
妙
見
は
北
辰

ｏ
北
斗
、
つ
ま
り
星
神
と
さ
れ
る
が
、
日
本
に
お
け
る
北
辰

・
北
斗

へ
の
信
仰
の

始
ま
り
は
ど
こ
に
あ
る
か
、
宗
祖
は
妙
見
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
を
考
え
た
い
。
そ
れ
に
は
宗
祖
が
神
々
を

ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
か
を
踏
ま
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

天
照
大
神

・
八
幡
神
の
よ
う
な
日
本
の
神
々
は
仏
教
の
国
内
伝
播
と
と
も
に
神
仏
習
合
が
進
み
、
「本
地
垂
述
」
説
に
よ
っ
て
仏
教
の

中
で
重
要
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な

っ
た
。
ま
た
仏
教
に
付
随
し
て
伝
来
し
た
梵
天

・
帝
釈
な
ど
の
神
々
も
仏
教
と
共
に
国
内
に
流

布
定
着
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
で
は
自
然
神
的
存
在
で
あ
る
星
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
か
。
宗
祖
御
遺
文
を
手
懸
り

に
、
諸
天
に
位
置
す
る
星
の
神
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
か
を
考
察
す
る
事
と
す
る
。

桂
林
學
業
　
第
十
九
子
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二
、
宗
祖
に
お
け
る
神

日
蓮
聖
人
の
信
仰
は

「法
華
経
」
が
根
底
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
宗
祖
に
お
け
る
神
は
固
有
の
信
仰
を
持
つ
自
然
神
的

「八
百
万
の
神
」
で
は
な
く
、
「法
華
経
」
に
お
え
る
様
々
な
守
護
神
と
見
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
「安
楽
行
品
」
に

「諸
天
昼
夜
。
常
為
法
故
。
而
衛
護
之
」
と
あ
る
よ
う
に
、
諸
尊

・
諸
天
が
法
華
経
を
守
護
し
、
か
つ
法

華
経
を
信
奉
す
る
者

（行
者
）
を
も
守
護
す
る
と
宗
祖
は
考
え
ら
れ
て
い
る
。

宗
祖
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
諸
尊

・
諸
天
を
守
護
神
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
か
を
見
る
と
、

『安
国
論
御
勘
由
来
』
に
は

「日
蓮
所
持
法
華
経
守
護
十
羅
刹
治
罰
豪
之
。」
と
十
羅
刹
女
を
あ
げ
、

『開
目
抄
』
で
は

「法
華
経
の
諸
佛

・
菩
薩

。
十
羅
刹
、
日
蓮
を
守
護
し
給
上
、
浄
土
宗
の
六
万
諸
佛
、
二
十
五
菩
薩
、
員
言
宗
の

千
二
百
等
、
七
宗
の
諸
尊

・
守
護
善
神
、
日
蓮
を
守
護
し
給
べ
し
。
」
と
記
し
、

『清
澄
寺
大
衆
中
』
で
は
、
「地
涌
千
界

。
文
殊

・
観
音

。
梵
天

・
帝
繹

。
日

・
月

。
四
天

。
十
羅
刹
、
法
華
経
の
行
者
を
守
護
し
給

は
ん
と
説
れ
た
り
。
」
と
あ
り
、

『諫
暁
八
幡
抄
』
に
は

「南
無
妙
法
蓮
華
経
と
申
人
を
ば
大
梵
天

・
帝
釈

。
日
月

。
四
天
等
昼
夜
に
守
護
す
べ
し
と
見
え
た
り
。
」
な

ど
と
述
べ
ら
れ
、
そ
こ
に
は
法
華
経
と
法
華
経
の
行
者
を
守
護
す
る
十
羅
刹
女
を
は
じ
め

・
梵
天

。
帝
釈
天

。
日
月

。
四
天
王
な
ど
の

仏
教
そ
の
も
の
に
付
随
す
る
神
々
の
名
が
見
ら
れ
る
。

ま
た
、
『檀
越
某
御
返
事
』
で
は

「天
照
太
神

。
正
八
幡

。
日
月

・
帝
繹

・
梵
天
等
の
佛
前
に
御
ち
か
い
、
今
度
心
み
候
ば
や
。
」

。

『神
国
王
御
書
』
に
は

「第

一
天
照
太
神

。
第
二
八
幡
大
菩
薩

。
第
二
は
山
王
等
三
千
余
社
。
昼
夜
に
我
国
を
ま
ほ
り
、
朝
夕
に
国

家
を
み
そ
な
わ
し
給
。
」
な
ど
の
よ
う
に
、
天
照
太
神

・
八
幡
な
ど
の
日
本
固
有
の
神
々
の
名
も
見
ら
れ
る
。
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こ
れ
に
加
え
て
、
さ
ら
に
多
く
の
神
々
の
名
前
が

「本
地
垂
述
」
の
観
念
の
も
と
で
見
う
け
ら
れ
る
。

例
え
ば

『
六
郎
恒
長
御
消
息
』
に
は

「三
千
余
社
の
大
小
の
神
祇
も
釈
尊
の
御
子
息
也
。
」
と
あ
り
、

『
日
眼
女
繹
迦
佛
供
養
事
』
に
は

「法
華
経
壽
量
品
云
或
説
己
身
或
説
他

（佗
）
身
等
云
々
。
東
方
の
善
徳
佛

。
中
央
の
大
日
如
末

・

十
方
の
諸
佛

。
過
去
の
七
佛

・
三
世
の
諸
佛
、
文
殊
師
利

・
舎
利
弗
等
、
大
梵
天
王

。
第
六
天
の
魔
王

・
釈
提
桓
因

。
日
天

・
月
天

。

明
星
天

。
北
斗
七
星

。
二
十
八
宿

・
五
星

・
七
星

・
八
萬
四
千
の
無
量
の
諸
星
、
阿
脩
羅
王

。
天
神

。
地
神

・
山
神

・
海
神

・
宅
神

。

里
神

。
一
切
世
間
の
國
々
の
主
と
あ
る
人
、
何
れ
か
教
主
繹
尊
な
ら
ざ
る
。
天
照
太
神

・
八
幡
大
菩
薩
も
基
本
地
は
教
主
繹
尊
也
。
」
と

あ
り
、
多
く
の
諸
尊

・
諸
天

・
諸
神
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
諸
天

・
諸
神
は
宗
祖
か
ら
す
る
と
全
て
法
華
経
と
法
華
経
行
者
の
守
護
神
で
あ
る
が
、
鎌
倉
時
代
に
書
か
れ
た
宗
祖
御
遺

文
に
は
、
当
時
の
人
々
の
社
会
生
活
の
有
様
や
民
衆
信
仰
の
実
態
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
ン」れ
ら
の
神
々

は
宗
祖
の
時
代
に
そ
れ
ぞ
れ
が
民
衆
の
中
で
信
仰
の
対
象
と
し
て

「機
能
」
し
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
中
に

「日
天

・
月
天

・
明
星
天

。
北
斗
七
星

。
二
十
八
宿

・
五
星

・
七
星

・
八
萬
四
千
の
無
量
の
諸
星
」
な
ど
の
星
の
名
が
あ

げ
ら
れ
て
い
る
。
宗
祖
が
こ
れ
を
記
し
た
こ
と
は
当
時
の
社
会
お
い
て

「星
」
の
神
格
性
、
神
秘
性

へ
の
信
仰
が

一
定
の
位
置
づ
け
を

持

っ
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。

そ
こ
で
当
時
の

「星
」

へ
の
信
仰
、
な
か
で
も
妙
見
信
仰
と
関
係
深
い
北
斗
七
星
に
つ
い
て
は
宗
祖
は
ど
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
い
た

か
で
あ
る
。

他
に
見
ら
れ
る
宗
祖
御
遺
文
中
の

「北
斗
」
の
記
述
は
、

『災
難
封
治
砂
』
に

「日
月
失
度
時
節
反
逆
或
赤
日
出
黒
日
出
二
三
四
五
日
出
。
或
日
蝕
無
光
或
日
輪

一
重
二
三
四
五
重
輪
現
○
鶯

一
難
也
。
二
十
八
宿
失
度
金
星

・
彗
星

・
輪
星

。
鬼
星

・
火
星

・
水
星

・
風
星

。
「
星

。
南
斗

・
北
斗

・
五
鎮
大
星

。
一
切
國
主
星

・

日
本
に
お
け
る
ユ
神
信
仲
の
一
考
察
　
―
日
邊
聖
人
御
ミ
え
に
危
え
る
星
神

・
北
キ
を
中
ミ
に
し
て
―
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三
公
星

ｏ
百
官
星
如
是
諸
星
各
各
愛
現
○
鶯
二
難
也
。
大
火
焼
國
萬
姓
焼
蓋
或
鬼
火

。
龍
火

。
天
火

・
山
神
火

。
人
火

・
樹
火

。
賊
火

如
是
愛
怪
○
鶯
三
難
也
。
」
と
あ
り
、

『
立
正
安
國
論
』
に
は

「
二
十
八
宿
失
度
金
星

。
彗
星

・
輪
星

。
鬼
星

・
火
星

・
水
星

。
風
星

。
「
星

。
南
斗

。
北
斗
五
鎮
大
星

・

一
切
國
主
星

。
三
公
星

・
百
官
星
如
是
諸
星
各
各
愛
現
鶯
二
難
也
」
と
あ
る
。

ま
た
、
『垂
述
法
門
』
に
は

「古
の
賢
人
の
常
の
言
に
、
水
至
て
き
よ
け
れ
ば
魚
住
事
な
し
、
人
至
て
賢
こ
け
れ
ば
友
な
し
と
い
へ
ど

も
、
天
の
加
護
し
給
所
也
。
七
星
在
頂
隠
勿
犯
用
と
申
は
、
北
斗
七
星
は
常
に
頂
に
あ
り
、
我
が
罪
科
を
少
も
か
く
す
事
な
か
れ
と
申

心
也
。
さ
れ
ば
神
明
は
正
直
の
者
の
頭
に
は
住
給
也
。
不
正
直
の
者
の
頭
に
は
宿
り
給
は
ず
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
鎌
倉
時
代
に
当
時
の
民
衆
が
認
識
し
て
い
た
北
斗
に
対
す
る
神
秘
性
や
神
格
性
を
背
景
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
ま

た
そ
の
本
地
は
、
前
の

『
日
眼
女
繹
迦
佛
供
養
事
』
に
あ
る
よ
う
に
、
教
主
釈
尊
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
な
か
で
も
北
斗

に
つ
い
て
、
宗
祖
が
こ
れ
を
妙
見
菩
薩
と
認
識
さ
れ
て
い
た
か
否
か
は
記
述
は
な
く
、
次
に
述
べ
る
が
鎌
倉
時
代
に
は
妙
見
信
仰
は
民

衆
の
中
で
現
世
利
益
的
信
仰
と
し
て
盛
ん
で
あ

っ
た
事
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
あ
え
て
法
華
経
の
立
場
で
北
斗
七
星
を
神
明
の

一

つ
と
し
て
記
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
御
遺
文
に
は
妙
見
の
語
は
見
ら
れ
な
い
。
し
た
が

っ
て
日
蓮
門
下
の
中
で

「妙
見
信
仰
」

祭
祀
を
執
り
行

っ
て
い
る
事
に
は
疑
間
が
あ
る
。

で
は
北
辰
北
斗
の
信
仰
が
日
本
に
お
い
て
古
代
か
ら
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

三
、
日
本
古
代
に
お
け
る

「星
」
神
観
と
北
辰

・
北
斗

人
間
が
生
活
を
営
む
時
、
生
活
を
取
り
巻
く
自
然
と
深
い
関
係
が
生
じ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
現
代
に
至
る
ま
で
人
間
は
、

自
然
の
恩
恵
に
浴
し
、
依
存
し
、
時
に
は
そ
の
猛
威
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
生
活
を
営
ん
で
き
た
。
し
た
が

っ
て
世
界
の
い
か
な
る
民
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族
で
あ

っ
て
も
、
生
活
に
関
係
深
い
自
然
現
象
に
対
し
て
、
宗
教
的
意
識
や
宗
教
的
態
度
を
持

つ
の
が
当
然
で
あ
る
。
当
然
日
本
に
お

い
て
も
古
代
か
ら
自
然
と
の
関
係
を
強
く
意
識
し
て
き
た
。
そ
こ
で
自
然
現
象
の
神
格
化
に
よ

っ
て

『古
事
記
』
に
記
さ
れ
た
世
界
観

が
成
立
し
、
さ
ら
に
社
会
の
発
展
に
伴
い
氏
神
や
御
霊
神
、
雑
神
な
ど
の

「八
百
万
の
神
々
」
が
存
在
す
る
こ
と
と
な

っ
た
の
で
あ
る
％

と
こ
ろ
が
星
に
つ
い
て
は
、
『古
事
記
』
な
ど
に
記
さ
れ
る
日
本
神
話
に
お
い
て
、
星
を
神
と
し
て
祭
事
を
行

っ
た
と
の
記
述
は
見
ら

れ
な
い
。
つ
ま
り
古
代
の
日
本
に
お
い
て
は
星

へ
の
関
心
は
希
薄
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ

『
日
本
書
紀
』
神
代
巷
下
に
、
三

書

く
日
、
天
神
遣
経
津
主
神

・
武
甕
槌
神
、
使
平
定
葦
原
中
国
。
時
二
神
日
、
天
有
悪
神
。
各
国
天
津
甕
星
。
亦
名
天
香
香
背
男
」
と

「天

津
甕
星
」
の
名
が
あ
る
が

「悪
神
」
の

一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
星
に
対
す
る
意
識
は
薄
か

っ
た
こ
と
を
裏

付
け
る
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に

『
万
葉
集
』
に
見
え
る
星
に
関
す
る
歌
は
、
北
辰

・
北
斗
に
関
係
す
る
も
の
は
無
く
、
わ
ず
か
に
柿
本
人
麻
呂
と
山
上
憶
良

の
歌
に
明
星

。
夕
星
の
名
が
あ
る
も
の
の
、
七
夕
歌
を
中
心
に
す
る
も
の
で
あ

っ
て
、
こ
れ
は
中
国
の

「乞
巧
具
」
の
行
事
が
伝
来
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
朝
廷
で
七
夕
の
星
祭
り
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
背
景
と
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

星
に
関
す
る
古
代
の
資
料
と
し
て
古
墳
に
描
か
れ
た
絵
画
が
あ
る
。
明
日
香
村
の
高
松
塚
古
墳
玄
室
の
星
宿
図
が
存
在
す
る
が
、
こ

れ
は
増
尾
伸

一
郎
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
中
国
の

『史
記
』
な
ど
に
述
べ
ら
れ
た
世
界
観
を
基
調
に
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
古

墳
の
星
宿
図
も
中
国
大
陸
の
影
響
を
受
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
日
本
に
お
け
る
星
神

へ
の
信
仰
は
大
陸
文
化
の
受

容
と
と
も
に
定
着
し
、
展
開
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

北
斗

。
北
辰
に
つ
い
て
は
、
廣
畑
輔
雄
氏
は
、
奈
良
朝
以
前
の
北
辰
崇
拝
の
特
徴
は
、
中
国
よ
り
伝
来
し
た
も
の
で
あ
り
、
天
皇
崇

拝
と
深
い
関
係
が
あ
る
事
を
日
本
最
古
の
漢
詩
集

『懐
風
藻
』
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
天
の
中
枢
に
当
た
る
中
宮
の
中
心
が
紫
宮
で
そ

こ
に
天
の
五
帝
の
上
に
位
置
す
る
太

一
が
お
り
、
こ
れ
が
北
極

・
北
辰
の
神
、
天
皇
と
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

日
本
に
お
け
る
星
神
信
仲
の
一
考
察
　
―
日
豊
聖
人
御
竜
夫
に
几
え
る
星
神

・
北
斗
を
ヤ
心
に
し
て
―
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つ
ま
り
、
古
代
の
北
斗
七
星

へ
の
信
仰
は
実
際
の
星
に
対
す
る
も
の
で
な
く
中
国
か
ら
伝
来
し
た
天
皇
崇
拝
思
想
と
深
く
関
係
が
あ

る
。
天
武
朝
以
後
の
天
皇
の
権
威
確
立
と
時
期
を
同
じ
く
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
佐
野
賢
治
氏
も
、
中
国
で
は

「天
皇
大
帝
北
辰
星
也
」
翁
春
秋
緯
合
誠
図
し

等
と
古
典
に
見
え
、
天
皇
が
北

極

・
北
辰
の
神
と
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
し
、
さ
ら
に
太

一
が
天
皇
大
帝
で
あ
り

（『漢
書
し
、
太

一
は
天
の
五
帝
の
上
に
い
る

神
と
さ
れ

（『史
記
し
、
し
た
が

っ
て
天
帝
が
天
の
至
上
神
と
さ
れ
る
と
い
う
。
天
空
中
の
諸
現
象
は
天
帝
が
地
上
の
王
に
示
す
意
思
を

反
映
し
た
も
の
と
さ
れ
、
こ
れ
を
読
み
解
く
の
が
占
星
術
で
あ

っ
た
。
天
地
の
天
象
の
中
心
が
北
極
星
、
北
斗
七
星
で
あ

っ
た
。
占
星

術
は
推
古
十
年

（六
〇

一
）
百
済
僧
観
勒
が
伝
え
た
が
、
天
武
朝
に
陰
陽
寮
が
設
置
さ
れ
陰
陽
師
に
は
天
文

・
暦
法

・
陰
陽
判
断
を
許

し
た
。
北
極
星
、
北
斗
七
星
が
太

一
神
と
し
て
天
の
中
心
を
な
す
よ
う
に
、
日
本
で
は
北
辰

。
北
極
が
地
上
の
天
皇
に
重
ね
ら
れ
、
儒

教
的
帝
王
観
を
背
景
に
古
代
天
皇
制
に
結
び
付
い
た
、
と
述
べ
て
い
る
。

儒
教
的
帝
王
観
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
『続
日
本
記
』
の
記
事
か
ら
推
測
で
き
る
。
北
斗

。
北
辰
に
つ
い
て
の
記
事
は
、
『続
日
本
記
』

養
老
六
年

（七
三
二
）
十

一
月
九
日
条
の
詔
と
同
七
年

（七
二
三
）
二
月
十
四
日
に
み
ら
れ
る
。
前
者
に
は

「詔
曰
。
朕
精
誠
弗
レ感
。

穆
卜
岡
レ従
。
降
二
禍
彼
蒼
蔦

関
凶
逓
及
。
太
上
天
皇
奄
棄
■
日
天
Ｌ

誠
糞
。
北
辰
合
レ度
。
永
庇
二
生
霊
蔦
」
と
あ
り
、
後
者
は

「詔
曰
。

乾
坤
持
施
。
壽
載
之
徳
以
深
。
天
皇
至
公
。
亭
毒
之
仁
斯
広
。
然
則
居
二南
面
一者
。
必
代
レ
天
而
閥
レ化
。
儀
二北
辰
一者
。
亦
順
レ
時
以
涵

育
。
」
と
記
さ
れ
て
あ
り
、
そ
の
詔
か
ら

『論
語
』
為
政
篇
の

「子
日
、
為
政
以
徳
、
讐
如
北
辰
居
其
所
、
而
衆
星
供
之
。」
と
同
様
の

儒
教
的
影
響
が
取
り
込
ま
れ
て
い
る
と
増
尾
伸

一
郎
氏
は
指
摘
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
天
皇

・
朝
廷
と
北
辰
崇
拝
の
関
係
が
朝
廷
権
威
の
確
立
と
共
に
深
ま

っ
た
の
で
あ
る
。
桓
武
天
皇
代
の
延
暦
六
年

（七
八

七
）
十

一
月
五
日
に
は
天
皇
自
ら
北
辰
祭
事
を
行

っ
た
こ
と
が

『続
日
本
記
』
延
暦
六
年

（七
八
七
）
十

一
月
五
日
条
の
記
事
に

「祀

二
天
神
於
交
野
蔦
維
延
暦
六
年
歳
次
二
丁
卯
一十

一
月
庚
戊
朔
甲
寅
。
嗣
天
子
臣
謹
遣
二
従
二
位
行
大
納
言
兼
民
部
卿
造
東
大
寺
司
長
官
藤
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原
朝
臣
継
綱
Ｌ

敢
昭
告
二
千
臭
天
上
帝
蔦

云
々
…
「
と
み
え
る
。

や
が
て
北
辰
祭
は
道
教
的
色
彩
も
強
く
な
り
、
平
安
前
期
以
後
、
『朝
野
群
載
』

一以
供
二北
極
一。
多
日
多
年
。
凝
二精
誠
一以
抽
二赤
心
こ

と
あ
る
よ
う
に
、
人
々

が
御
燈
を
北
辰
に
奉
ず
る
祭
事
と
し
て
恒
例
化
し
た
の
で
あ
る
。

天
永
四
年

（
一
一
一
三
）
の
北
辰
祭
文
に

「捧
二黎
稜

の
不
祥
の
災
難
を
払
い
長
寿
を
祈
る
祭
り
と
し
て
天
皇

四
、
北
辰

・
北
斗
信
仰
の
民
衆

へ
の
展
開

一
方
、
仏
教
僧
が
星
辰
祭
祀
に
関
与
す
る
こ
と
に
は
、
儒
教
的
帝
王
観
な
ど
と
相
容
れ
な
い
点
が
あ

っ
た
為
な
の
か
、
朝
廷
は
、
僧

が
天
文
占
星
す
る
こ
と
を
嫌
い
、
「僧
尼
令
」
第

一
条
、
（観
玄
象
条
）
に

「凡
僧
尼
。
上
観
玄
象
、
仮
説
災
祥
、
語
及
国
家
妖
惑
百
姓
、

井
習
読
兵
書
殺
人
好
盗
。
及
詐
称
得
聖
道
、
並
依
法
律
付
官
司
科
罪
」
と
規
定
し
、
占
星
祭
祀
を
禁
じ
て
い
た
。
ま
た
北
辰
祭
事
に
つ

い
て
も
神
道
優
位
の
祭
事
と
し
て
陰
陽
道
の
影
響
も
受
け
、
不
浄
を
忌
避
し
よ
う
と
す
る
目
的
の
為
め
か
、
『江
家
次
第
』
に

「自
■

日
一至
二
此
日
一御
浄
食
、
町
暉
但
朔
日
先
令
三
官
主
占
二
御
燈
奉
否
之
由
一於
二
御
厨
子
所
一ト
レ之
、
（中
略
）

一
二
日
必
不
レ
可
レ有
二
官
奏
・

云
々
、
処
霊
鎌
稀
霧
又
僧
尼
重
軽
服
不
浄
之
輩
不
参
入

に
夢
俎
程
纏
確
」
と
あ
る
よ
う
に
、
僧
尼
の
参
入
を
禁
じ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
仏
教
が
そ
の
北
辰
祭
祀
に
関
係
し
は
じ
め
る
。
そ
の
起
因
と
な

っ
た
の
は
、
北
辰
が
妙
見
で
あ
る
と
い
う
文
証
で
あ

っ

た
。
つ
ま
り

『七
佛
八
菩
薩
所
説
大
陀
羅
尼
神
呪
経
』
の

「我
北
辰
菩
薩
名
曰
妙
見
　
今
欲
説
神
呪
擁
護
諸
国
王
　
所
作
甚
奇
特
故
名

日
妙
見
　
処
於
閻
浮
提
　
衆
星
中
最
勝
　
神
仙
中
之
仙
　
菩
薩
之
大
将
　
光
目
諸
菩
薩
　
噴
済
諸
群
王
」
の
経
文
で
あ
る
。
こ
れ
は
天

平
八
年

（七
六
三
）
九
月
の

「写
経
請
本
帳
「
に
経
典
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
奈
良
時
代
前
期
に
は
伝
え
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ

ｚつ
。こ

う
し
て
、
奈
良
時
代
末
期
か
ら
平
安
時
代
初
頭
に
か
け
て
、
天
台

・
真
言
等

の
仏
教
と
結
合
し
た
北
辰

・
北
斗

へ
の
信
仰
は
、
や

日
本
に
お
け
る
ユ
神
信
仲
の
一
考
察
　
―
日
菫
聖
人
御
ミ
え
に
几
え
る
星
神

・
北
斗
を
ヤ
組
に
し
て
―
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が
て
妙
見
信
仰
と
し
て
、
民
衆
の
間
に
流
布
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
経
典
と
、
当
時
仏
教
を
民
衆
に
広
め
た
私
度
僧
達
の

活
躍
も
大
き
く
影
響
し
て
、
北
辰
信
仰
は
民
俗
信
仰
化
さ
れ
た
。
民
衆
の
中
に
定
着
し
た
有
様
は
、
当
時
の
仏
教
説
話
文
学
で
あ
る

『
日

本
霊
異
記
』
に
、
妙
見
菩
薩
の
霊
験
を
説
く
話
と
し
て
、
上
巻

。
下
巻
に
計
三
編
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
当
時
の
民
衆
の
間
に
お

け
る
北
辰
崇
拝
は
、
妙
見
信
仰
を
基
調
と
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
し
た
が

っ
て
平
安
時
代
前
期
に
お
い
て
は
、
「北
斗
星

・
北
辰
星
」
の

語
彙
は

一
般
化
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
よ
う
で

『倭
名
類
衆
抄
』
に
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

民
俗
信
仰
化
し
た
妙
見
信
仰
に
対
し
て
、
朝
廷
に
お
い
て
も
民
衆
や
寺
院
に
お
け
る
妙
見
信
仰
の
発
展
は
座
視
で
き
ず
、
そ
の
現
世

利
益
的
効
験
に
よ

つ
て
、
『続
日
本
記
』
の
宝
亀
八
年

（七
七
七
）
八
月
十
五
日
条
に
あ
る
よ
う
に
、
河
内
妙
見
寺
に
食
封
を
施
入
す
る

に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
寺
は
河
内
国
安
宿
郡
信
手
原
の
山
寺
で
孝
謙
天
皇
代
か
ら
民
衆
が
灯
明
を
妙
見
に
献
じ
、
賑
わ

っ
た
こ
と
が
、

前
の

『
日
本
霊
異
記
』
中
の
三
編
の

一
つ
に
記
さ
れ
て
い
る
。

や
が
て
、
こ
の
よ
う
な
北
辰
祭
の
盛
況
は
、
社
会
風
俗
の
素
乱
な
ど
を
発
生
さ
せ
、
朝
廷
は

『類
衆
国
史
』
延
暦
十
五
年

（七
九
六
）

二
月
条
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
禁
令
を
発
す
る
に
至
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、　
一
般
民
衆
の
生
活
の
中
に
こ
の
祭
り
が
定
着
し
て
い
た
こ
と

を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
禁
令
に
は
法
師
が
北
辰
祭
に
積
極
的
に
関
わ
り
、
仏
教
行
事
化
し
つ
つ
あ

っ
た
こ
と
も
窺
え
、
朝
廷
の

一
級
の
大
行
事
で

あ
る
大
嘗
祭
に
お
け
る
斎
宮
伊
勢
参
宮
の
斎
王
群
行
と
云
う
、
神
事
優
位
の
行
事
に
お
い
て
、
当
時
の
政
策
と
し
て
、
『
日
本
後
記
』
延

暦
十
八
年

（七
九
九
）
九
月
条
、
弘
仁
二
年

（八

一
一
）
九
月
条
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
仏
事
を
忌
避
す
る
意
図
を
も

つ
禁
令
を
発
し
た

と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
大
嘗
祭
と
い
う
朝
廷
の

一
大
行
事
に
際
し
て
も
、
民
衆
社
会
の
妙
見
信
仰
を
基
調
と
す
る
北
辰
祭
は
民
衆
の
動

員
力
と
そ
の
力
を
見
せ
つ
け
る
も
の
で
、
民
衆
化
し
た
信
仰
が
い
か
に
強
力
で
あ

っ
た
か
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
や
が
て
こ
の
よ
う

な
現
世
利
益
的
妙
見
信
仰
は
地
方
に
も
伝
播
し
、
次
代
を
担
う
武
士
層
に
広
ま

っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
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武
士
が
北
斗
を
守
護
神
と
す
る
の
は
、
『仏
説
北
斗
七
星
延
命
経
』
に
記
さ
れ
る

「破
軍
星
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
は
じ

め
に
北
斗
を
守
護
神
と
し
た
の
は
、
武
士
勢
力
の
始
ま
り
云
わ
れ
る
桓
武
平
氏
の
平
良
文
と
さ
れ
る
。
良
文
は
千
葉
氏
の
始
祖
と
さ
れ
、

承
平
元
年

（九
二

一
）
、
平
国
香
と
の
合
戦
に
お
い
て
、
妙
見
菩
薩
の
示
現
に
よ

っ
て
勝
利
し
た
と
の
説
話
が
あ
り
、
以
後
千
葉
氏
は
弓

箭
の
守
護
神
と
し
た
と
云
わ
れ
る
。

土
屋
賢
泰
氏
に
よ
る
と
、
承
平
元
年

（九
三

一
）
、
武
蔵
国
大
里
郡
を
本
拠
に
し
、
下
総
国
相
馬
郡
を
領
し
た
良
文
と
、
甥
の
下
総
国

豊
田
荘
を
本
拠
と
し
猿
島

・
相
馬
に
か
け
て
領
し
た
将
門
が
む
す
ん
で
、
上
野
国
に
攻
め
込
み
、
同
国
府
中
花
園
の
染
谷
川
で
平
国
香

の
大
軍
と
戦
い
、
僅
か
七
騎
を
残
す
ま
で
大
敗
し
、
良
文
も
落
馬
に
及
ぶ
が
、
そ
の
時
童
子
と
な

っ
て
示
現
し
た
妙
見
菩
薩
は
敵
の
頭

上
に
剣
の
雨
を
降
ら
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
残

っ
た
七
騎
は
勝
利
を
得
た
と
い
う
。
そ
の
後
二
人
が
尋
ね
歩
く
と
童
子
と
な

っ
て
示
現
し

た
の
は
七
星
山
息
災
寺
の
妙
見
菩
薩
で
、
七
星
七
仏
薬
師
の
う
ち
破
軍
星
薬
師
で
あ

っ
た
と
い
う
。
こ
の
時
以
来
破
軍
星
薬
師
は
良
文

の
弓
箭
神
と
し
て
、
尊
信
を
受
け
、
千
葉
氏
と
妙
見
の
関
係
が
始
ま

っ
た
。
そ
の
後
、
承
平
五
年

（九
二
五
）
伯
父
国
香
等
を
破
り
、

東
国
で
親
皇
を
名
の
り
朝
廷
に
叛
し
た
将
門
は
、
天
慶
三
年

（九
四
〇
）
国
香
の
子
の
貞
盛
や
藤
原
秀
郷
に
よ
っ
て
敗
死
す
る
が
、
こ

れ
は
妙
見
に
見
捨
て
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
と
伝
承
さ
れ
た
。
遺
領
は
良
文
の
も
の
と
な
り
、
以
後
千
葉
氏
が
相
伝
し
た
。

西
国
に
お
い
て
も
中
国
地
方
の
武
将
、
周
防
国
の
大
内
氏
も
北
辰
妙
見
を
信
仰
し
た
と
云
う
。
佐
野
賢
治
氏
は

『防
長
寺
社
由
来
』

七
巻
の

『妙
見
社
鷲
頭
山
旧
記
』
か
ら
宇
多
天
皇
の
寛
平
年
間
に
百
済
琳
聖
太
子
末
裔
大
内
正
恒
が
朝
廷
の
た
め
北
辰
星
供
を
修
行
し

た
こ
と
で

「大
内
」
姓
と
周
防
国
を
賜

っ
た
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。

し
か
し
、
平
瀬
直
樹
氏
は
、
大
内
氏
が
妙
見
を
氏
神
と
す
る
理
由
に
つ
い
て
、
「大
内
系
図
」
翁
群
書
系
図
部
集
』
七
巻

。
続
群
書
類

従
完
成
会
）
に
、
大
内
氏
の
祖
先
と
な
る
百
済
の
王
子
琳
聖
太
子
が
来
朝
す
る
の
を
鎮
護
す
る
た
め
、
妙
見
菩
薩
が
周
防
国
都
濃
郡
鷲

頭
庄
下
松
浦
の
松
樹
の
上
に
来
臨
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
琳
聖
太
子
が
大
内
氏
の
祖
、
妙
見
を
氏
神
と
し
た
、
と
さ
れ
て
い

日
本
に
お
け
る
星
神
信
仲
の
一
考
察
　
―
口
逹
聖
人
御
道
え
に
几
え
る
ユ
神

。
北
キ
を
ヤ
ミ
に
し
て
―
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る
が
、
こ
れ
に
は
疑
間
を
呈
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
大
内
氏
百
済
琳
聖
太
子
末
裔
説
は
、
室
町
時
代
に
大
内
氏
が
朝
鮮
半
島
と
の
関
係

を
深
め
て
か
ら
の
事
で
、
大
内
義
弘
の
時
代
よ
り
遡
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
問
題
は
別
と
し
て
、
少
な
く
と
も
平
安
時
代
の
寛
平

年
間
に
は
大
内
氏
が
妙
見
を
信
仰
し
て
い
た
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。

鎌
倉
時
代
か
ら
室
町
時
代
初
頭
の
日
蓮
門
下
に
は
妙
見
信
仰
は
見
あ
た
ら
な
い
。
日
蓮
門
下
に
於
い
て
妙
見
信
仰
を
初
め
て
取
り
入

れ
た
の
は
、
野
村
耀
昌
氏
に
よ
る
と
、
平
良
文
の
子
孫
、
千
葉
氏
の
出
身
で
下
総
中
山
四
世
と
な

っ
た
日
祐
が
、
下
総
弘
教
の
後
、
肥

後
の
松
尾
山
光
勝
寺
を
開
創
し
、
さ
ら
に
祇
園
川
の
辺
に
妙
見
を
勧
請
し
た
の
が
初
め
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
相
馬
氏
を
は
じ

め
千
葉

一
族
等
に
よ
っ
て
、
妙
見
信
仰
は
各
地
に
広
ま

っ
た
と
い
う
。
ま
た
こ
れ
以
後
各
地
の
日
蓮
門
下
寺
院
に
妙
見
が
祀
ら
れ
た
と

さ
れ
る
。
江
戸
時
代
の
六
牙
院
日
潮
は

「本
化
別
頭
仏
祖
統
記
」
に
宗
祖
が
建
長
年
間
に
伊
勢
参
宮
に
際
し
て
妙
見
菩
薩
か
ら
法
華
経

護
持
の
誓
い
を
得
た
と
云
う
伝
説
を
記
し
て
い
る
。
こ
れ
に
は
疑
間
点
も
あ
る
が
当
時
江
戸
で
は
日
蓮
門
下
寺
院
に
お
い
て
、
妙
見
信

仰
が
盛
ん
で
あ

つ
た
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。

妙
見
信
仰
は
、
こ
の
よ
う
に
武
士
を
介
し
て
民
衆
の
信
仰
と
し
て
地
方

へ
も
展
開
し
た
。
室
町
時
代
に
記
さ
れ
た

『塵
添
塔
嚢
砂
』

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
北
斗

・
北
辰
の
正
体
に
つ
い
て
、
こ
れ
が
妙
見
で
あ
り
、
太

一
で
あ
る
事
な
ど
多
彩
な
信
仰
を
含
み
込
ん
だ
も

の
と
し
て
、
様
々
な
説
を
伝
え
て
い
る
。
妙
見
信
仰
が
多
く
の
顕
密
各
宗
の
寺
院

・
神
社
を
通
し
て
広
く
民
衆
に
展
開
し
た
こ
と
に
よ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

五
、
結
び

奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
北
辰
信
仰
は
、
儒
教
や
道
教

・
仏
教
の
影
響
を
受
け
朝
廷
や
民
衆
の
間
に
展
開
し
、
民
俗
信
仰

と
し
て
の
北
辰
崇
拝

。
妙
見
信
仰
が
形
成
さ
れ
た
。
な
か
で
も
仏
教
と
習
合
す
る
こ
と
で
朝
廷
か
ら
民
衆

へ
、
畿
内
か
ら
地
方

へ
、
さ
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ら
に
武
士
層
の
守
護
神

へ
と
展
開
し
た
の
で
あ
る
。

鎌
倉
時
代
の
日
蓮
聖
人
は
、
寺
社
や
民
衆
の
間
に
流
布
し
て
い
た
北
辰

・
妙
見
信
仰
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
認
識
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
法
華
経
の
立
場
か
ら
は
妙
見
を
本
仏
釈
尊
の
垂
述
と
認
め
ず
、
謗
法
と
の
認
識
に
立
ち
、
遺
文
等
に
は
妙
見
を

記
さ
ず
、
民
衆
の
北
辰

へ
の
素
朴
な
想
い
を
認
識
さ
れ
た
上
、
本
地
釈
尊
の
北
斗
七
星
と
し
て
御
遺
文
に
記
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
日
蓮
聖
人
御
遺
文
に
も
当
時
の
民
俗
信
仰
の

一
端
を
拝
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

中
山
日
祐
に
よ

っ
て
門
下
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
妙
見
信
仰
は
、
本
来
宗
祖
の
本
意
に
合
わ
な
い
も
の
で
、
江
戸
時
代
に
か
け
て
民
衆

や
為
政
者
に
迎
合
す
る
事
に
汲
々
と
し
た
当
時
の
門
下
門
流
の
あ
り
方
に
注
視
せ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

日
本
に
お
け
る
ヱ
神
信
仲
の
一
考
察
　
―
日
菫
聖
人
御
壺
え
に
几
え
る
二
神

・
北
斗
を
ヤ
ミ
に
し
て
―
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【註
】

斎
藤
月
琴
著

・
平
凡
社

「東
洋
文
庫
」
所
収

『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』
　

四
二
九
頁

『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』
　

五
八

一
頁

『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』
　

九
六
九
頁

『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』
　

一
八
四
九
頁

『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』
　

一
四
九
二
頁

『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』
　

八
八
二
頁

『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』
　

四
四
二
頁

『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』
　

一
六
二
三
頁

『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』
　

一
六
四
頁

『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
」
　

一
一
〓

一頁

『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』
　

一
一〇

一
五
頁

池
上
広
正

「霊
と
神
の
種
類
と
あ
ら
わ
れ
方
」
。
『
日
本
民
俗
学
大
系
８
』
所
収
を
参
照

『
日
本
書
紀
』
神
代
巻
下

（
「国
史
大
系
」
第

一
巻
）

「日
本
古
代
に
お
け
る
北
辰
崇
拝
に
つ
い
て
」
『東
方
宗
教
』
二
五
所
収
　
一
九
六
五
年
　
日
本
道
教
学
会

佐
野
賢
治

「日
本
星
神
信
仰
史
概
論
」
。
『
星
の
信
仰
』
所
収
　
一
九
九
四
年
　
北
辰
堂
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増
尾
伸

一
郎

「呪
符
の
成
立
」
。
『陰
陽
道
叢
書
　
総
論
四
』

一
九
九
二
年
　
名
著
出
版

『続
日
本
記
』
↑
国
史
大
系
」
三
巻
）
延
暦
六
年

（七
八
七
）
十

一
月
五
日
条

『朝
野
群
載
』
第
二

・
文
筆
下

（祭
文
）
「
新
訂
増
補
国
史
大
系
」
二
九
巻
上
）

『養
老
律
令
』
。
「僧
尼
令
」
翁
続
日
本
記
』
「国
史
大
系
」
第
二
巻
）

『
江
家
次
第
』
上
二
月
条
三
日
御
燈
事
　
九
月
同
之
廃
務
　
大
江
匡
房

（
「新
訂
増
補
故
実
叢
書
」
二
巻
）

『七
佛
八
菩
薩
所
説
大
陀
羅
尼
神
呪
経
』
翁
大
正
新
修
大
蔵
経
』
二

一
巻

　
一
〓
≡
≡
一頁
）

『大
日
本
古
文
書
』
七
巻
　
一ハ
八
頁

『
日
本
霊
異
記
』
↑
日
本
古
典
文
学
大
系
」
。
「東
洋
文
庫
」
所
収
）
に
以
下
の
題
名
の
説
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。

上
巻
　
一一一四
話
「命
盗
絹
衣
帰
願
妙
見
菩
薩
修
得
其
絹
衣
縁
」
（絹
の
衣
を
盗
ま
れ
て
妙
見
菩
薩
に
祈
り
そ
の
絹
の
衣
を
得

た
話
）

下
巻
　
五
話

「妙
見
菩
薩
変
化
示
異
形
顕
盗
人
縁
」
（妙
見
菩
薩
が
形
を
変
え
て
、
盗
人
を
人
に
知
ら
せ
た
話
）

こ
の
寺
が
河
内
妙
見
寺
で
孝
謙
天
皇
の
頃
か
ら
民
衆
の
妙
見
信
仰
が
篤
く
、
霊
験
が
あ

っ
た
所
と
云
わ
れ

フ
つ

。

下
巻
　
一壬

一話
「用
網
漁
夫
値
海
中
難
憑
く
願
妙
見
菩
薩
得
全
命
縁
」
（網
を
使
う
漁
夫
が
海
難
に
遭
い
、
妙
見
菩
薩
に
祈

っ

て
助
か

っ
た
話
）

『倭
名
類
衆
抄
』
九
二
五
年
頃
成
立
、
星
の
頃
に
は
、
ア
カ
ホ
シ

（明
星
）
。
イ
ヌ
カ
イ
ホ
シ

（犬
飼
星
）
・
ハ
ハ
キ
ホ
シ

（等
星
）
。

ヒ
コ
ホ
シ

（彦
星
）
・
ヨ
バ
イ
ホ
シ

（婚
星
）
の
名
称
が
あ
る
。

『続
日
本
記
』
含
国
史
大
系
」
三
巻
）

日
本
に
お
け
る
星
神
信
仲
の
一
考
察
　
―
日
豊
聖
人
御
道
え
に
几
え
る
ュ
神

ｏ
北
斗
を
ヤ
ミ
に
し
て
―
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宝
亀
八
年
八
月
十
五
日
条

「上
野
國
群
馬
郡
戸
五
十
姻
。
美
作
國
勝
田
郡
五
十
姻
捨
妙
見
寺
」

こ
の
妙
見
寺
が
河
内
妙
見
寺
で
あ
る
。

『類
衆
国
史
』
「
新
訂
増
補
国
史
大
系
」
五
巻
）

延
暦
十
五
年
三
月
庚
戊
条

「勅
。
禁
レ祭
二北
辰
蔦
　
・。今
京
畿
吏
民
。
毎
レ
至
二
春
秋
□
月
蔦

棄
レ職
忘
レ業
。
相
二集
其
場
Ｌ

男
女
混
殺
。
事

難
二潔
清
蔦

‥
・自
今
以
後
。
殊
加
基
ホ断
■

・‥
莫
レ令
入
〓
集
Ｌ

若
乗
二
此
制
孔

法
師
者
送
二
名
綱
所
蔦

俗
人
者

処
・一違
勅
罪
Ｌ
」
と
あ
る
。

『
日
本
後
記
』
↑
新
訂
増
補
国
史
大
系
」
三
巻
）

延
暦
十
八
年
九
月
条

「是
月
。
禁
・・一京
畿
百
姓
奉
二
北
辰
蔦

以
三
斎
内
親
王
入
二伊
勢
斎
宮
一也
」

弘
仁
二
年
九
月
条

「禁
下
今
月
禁
二北
辰
一挙
哀
改
葬
等
事
上
。
以
三
斎
内
親
王
入
二伊
勢
・也
」

『仏
説
北
斗
七
星
延
命
経
』
貧
大
正
蔵
」
二

一
巻
）

「南
無
貧
狼
星
　
是
東
方
最
勝
世
界
　
運
意
通
証
如
来
佛
　
南
無
巨
門
星
　
是
東
方
妙
宝
世
界
　
光
音
自
在
　
南

無
禄
存
星
　
是
東
方
円
満
世
界
　
南
無
文
曲
星
　
是
東
方
無
憂
宝
世
界
　
最
勝
吉
祥
　
南
無
廉
貞
星
　
是
東
方
浄

住
世
界
　
広
達
智
弁
　
南
無
武
曲
星
　
是
東
方
法
意
世
界
　
法
海
遊
戯
　
南
無
破
軍
星
　
是
東
方
瑠
璃
世
界
　
薬

師
瑠
璃
光
如
来
佛
」

「妙
見
信
仰
の
千
葉
氏
」
土
屋
賢
泰

・
地
方
史
研
究
協
議
会
編

『房
総
地
方
史
の
研
究
』

一
九
七
四
年
　
雄
山
閣
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佐
野
賢
治

「
日
本
星
神
信
仰
史
概
論
」
。
『
星
の
信
仰
』
所
収
　
一
九
九
四
年

　

北
辰
堂
　
一
一〇
頁

「大
内
氏
の
妙
見
信
仰
と
興
隆
寺
二
月
会
」
平
瀬
直
樹

・
『
山
口
県
文
書
館
研
究
記
要
』

一
七
　

一
九
九
〇
年

「近
代
に
お
け
る
妙
見
信
仰
」
野
村
耀
昌

・
望
月
歓
厚
編

『近
代
日
本
の
法
華
仏
教
』

一
九
六
八
年
　
平
楽
寺
書
店

『塵
添
塔
嚢
砂
』
十
巻

（大
日
本
仏
教
全
書
　
九
二
巻
）

一
〇
六
頁

【十
三
】
北
辰
北
極
ノ
事

「北
辰
北
極
卜
云
フ
ハ
。
別
ノ
星
欺
同
星
欺
　
天
文
師
ノ
知
ル
ベ
キ
事

ニ
ヤ
。
爾
雅

ニ
ハ
北
極
北
辰
也
卜
云
ヘ
リ
。
此
ノ
説
ニ

ヨ
ラ
ハ
同
星
也
。
北
極
ノ
五
星
ト
テ
五
ノ
星
ノ
続
キ
玉
ヘ
ル
上

二
左
右

二
二
ツ
、
四
ツ
ノ
星
ア
リ
是
ヲ
四
輔
星
卜
云
歎
。
五
星

ノ
中

二
北
辰
星
ア
リ
。
是
ソ
ノ
イ
タ
レ
ル
ベ
シ
。
北
辰

。
北
君

・
元
鏡

ｏ
元
宿

・
北
天
是
ヲ
北
極
ノ
五
星
卜
云
ニ
ヤ
。
同
星
ナ

レ
ド
モ
続
テ
北
辰
北
極
卜
云
フ
常
ノ
事
也
。
神
分
ノ
詞
二
四
禅
八
定
天
王
天
衆
卜
云
ガ
如
シ
。
八
定
ノ
中
二
四
禅
モ
コ
モ
リ
タ

レ
ド
モ
詞
カ
ワ
リ
テ
多
少
オ
ナ
ジ
カ
ラ
子
バ
。
云
続
ク
ル
習
ヒ
也
。
就
中
北
辰
卜
云
ハ
唯
ソ
ノ
主
フ
ア
グ
。
伴
ヲ
云
ハ
ズ
。
北

極
卜
云
ニ
ナ
レ
バ
　
伴
ノ
星
モ
皆

コ
モ
レ
バ
。
主
卜
伴
ト
ヲ
云
フ
心
地

ニ
モ
ヤ
ア
ラ
ン
。
北
辰
妙
見
尊
星
王
。
太

一
。
天

一
。

大
帝
。
大
雲
。
星
光
菩
薩
水
曜
吉
祥
天
　
是
レ
ヲ

一
々
ニ
ク
サ
リ
会
ヒ
テ
異
説
繁
多
ナ
リ
。
」

〈キ
ー
ワ
ー
ド
〉
星
神
、
北
辰
、
北
斗
、
妙
見
、
千
葉
氏

日
本
に
お
け
る
二
神
佑
仲
の
一
考
察

―
口
菫
聖
人
御
迪
え
に
几
え
る
ュ
神

・
北
斗
を
ヤ

ミ
に
し
て
―
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